
船舶事故調査報告書 

平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月５日 １３時５０分ごろ 

発生場所 明石海峡西方 

 江埼灯台から真方位３１１°２,８００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.４′ 東経１３４°５８.２′） 

事故の概要  貨物船俊栄
しゅんえい

は、西南西進中、また、プレジャーボートFUJIMARU
フ ジ マ ル

-Ⅲ

は、北北西進中、両船が衝突した。 

 俊栄は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、FUJIMARU-Ⅲは、

右舷船首部外板に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１１月１３日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 俊栄、２９３トン 

   １４０８５８、有限会社新鹿島海運 

Ｂ プレジャーボート FUJIMARU-Ⅲ、５トン未満（長さ８.８９ｍ） 

   ２６０－２７７３２兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、六級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷を伴う亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西

南西進中、航海士Ａが、左舷船首方にＢ船を認め、避航船であるＢ船

が、やがて右転してＡ船の船尾側に避けていくだろうと思い、手動操

舵に切り替え、針路及び速力を保持して航行を続けたところ、Ｂ船と

衝突した。 

 Ｂ船は、約１２kn の速力で北北西進中、船長Ｂが、いけすの水抜き

作業を行っていたところ、右舷船首至近にＡ船を初めて認めたが、避

航動作をとる間もなく、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、航海士Ａが、避航船であるＢ船がＡ船を避航するものと思

い、適切に見張りを行っていなかったことから、針路及び速力を保持

して航行を続けたものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、いけすの水抜き作業を行い、見張りを行ってい

なかったことから、Ａ船に気付くのが遅れたものと考えられる。 



原因  本事故は、Ａ船の航海士Ａが、避航船であるＢ船がＡ船を避航する

ものと思い、適切に見張りを行っておらず、また、Ｂ船の船長Ｂが、

いけすの水抜き作業を行い、見張りを行っていなかったため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時見張りを適切に行うこと。 

 


